
 

 山梨県若手ハンター入門事業   

2019年9 月28 日(土） 

会場：都留市鹿留射撃場 

山梨県猟友会では、若手ハンターの育

成をするため、県内にお住まいの下記の

条件を満たす方に、安全狩猟の為の射撃

技術を身につける場を提供します。 

 
 

体験内容 猟友会青年部員と安全狩猟の為の射撃訓練を行う（座学・射撃場での実射） 

募集人数 15名（応募多数の場合は 抽選になります） 

募集条件 

以下の要件を満たす方 

✓ 銃の所持許可証と第一種銃猟狩猟免許を取得しているが、狩猟経験の浅

い方。（銃・弾の準備できる方） 

✓ 山梨県内に現住所がある 20～50 歳未満であること。 

✓ 県猟友会青年部若しくは地域の猟友会に入会し、管理捕獲に従事する意

思があること。 

申込締切 2019年 8月 30日（金）必着 

申込み方法 
別紙の「参加申込用紙」に必要事項を記入のうえ(一社)山梨県猟友会事務局へ

ご持参いただくか、ご郵送または FAX でお送り下さい。 

 

 

令和元年度第２回体験事業 (実施主体：山梨県猟友会青年部) 

実施主体・お問い合わせ・申し込み先 
山梨県甲府市丸の内1-5-4 山梨県猟友会事務局 TEL･FAX共通:055-232-1869 



山梨県若手ハンター入門事業 

令和元年度第２回体験 射撃訓練 参加申込 

 

下記、必要事項をご記入のうえ 2019年 8月 30日（金）までに、 

山梨県猟友会事務局へご持参いただくか、ご郵送または FAX でお送り下さい。 

 

 

氏 名
ふりがな

 
 

年齢 
    
 

歳 

性別 男・女 

連絡先 

住所（〒   -    ） 

山梨県 

電 話  携帯

(PHS) 

 

E-mail  

参加動機 
 
 
 

猟友会 

入会意思 

県猟友会青年部若しくは地域の猟友会に入会し、管理捕獲に従事する意思がある。 
 
□有 ・ □無 ・ □既に、所属している (✓点を記載してください。) 

各種免許の

取得につい

て○を付し

て下さい。 

 第一種銃猟狩猟免許を取得している 

 
 

銃の所持許可証を取得している（銃と弾を持参できる） 

質問、   

ご要望 

 
 
 

 

申込用紙送付先 

〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-5-4  

山梨県猟友会事務局 

TEL･FAX共通:055-232-1869 

申込日： 


